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第２部 こども家庭庁発出のガイドラインにおける川崎市の解釈について 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （１６ページ） 

第３章 児童発達支援の提供すべき支援の具体的内容 

２．児童発達支援の内容 

 児童発達支援は、障害のあるこどもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を

促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障

害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助である。 

【川崎市の解釈 １】 

法定事業として、給付費で運営していることを十分に理解した活動を提供してくだ

さい。例えば、「１日の半分がドライブ」、「従業者共々ゴロゴロしているだけ」、

「漫然と１日中室内でおもちゃ遊びやゲームをさせているだけ」、「テレビやＤＶＤ

をつけっ放し」、「学校の授業の補修のみで終わる」などの状態は想定されません。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （２５ページ） 

第３章 児童発達支援の提供すべき支援の具体的内容 

２．児童発達支援の内容 

（２）家族支援 

こどもは、保護者や家庭生活から大きな影響を受けることから、こどもの成長や

発達の基盤となる親子関係や家庭生活を安定・充実させることが、こどもの「育

ち」や「暮らし」の安定・充実につながる。このため、障害のあるこどもを育てる

家族が安心して子育てを行うことができるよう、家族（きょうだいを含む。）と日

頃から信頼関係を構築し、障害の特性に配慮し、丁寧な「家族支援」を行うことが

必要である。 

特に、保護者がこどもの発達を心配する気持ちを出発点とし、こどもの障害を含

むその子のありのままを肯定していくプロセスは平坦ではなく、成長・発達の過程

で様々な葛藤に直面するものであり、障害があってもこどもの育ちを支えていける

ような気持ちを持つことができるようになるまでの過程においては、関係者が十分

な配慮を行い、日々こどもを育てている保護者の思いを尊重するとともに、様々な

出来事や情報で揺れ動く保護者に寄り添いながら、伴走した支援が必要である。 

家族支援においては、こども本人の状況や家庭の状況等を踏まえるとともに、保

護者の気持ちを受け止め、こども本人と保護者の相互の信頼関係を基本に保護者の

意思を尊重する姿勢が重要である。 

【川崎市の解釈 ２】 

児童発達支援は、保護者への支援も求められています。 

保護者への支援とは、「保護者の要望」をそのまま受け入れるだけ、というもので

はありません。具体的には、「子育て全般の相談に乗る」、「こどもに対する関わり

８３



 

方のスキルを助言」、「その子の状況にあわせた進路相談」などの支援が挙げられま

す。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （３６ページ） 

第５章 関係機関との連携 

２．医療機関等との連携 

〇医療的ケアが必要なこどもや重症心身障害のあるこどもが医療機関（ＮＩＣＵ

等）から在宅生活に移行し、その後も在宅生活を継続していくために、地域の保

健、医療、教育等の関係機関と連携した支援が必要である。 

【川崎市の解釈 ３】 

 健康状態の急変にも備え、こどもの主治医等の情報収集や対応方法について、マニ

ュアルなどの整備をする必要があります。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （３９ページ） 

第６章 児童発達支援の提供体制 

２．職員配置及び職員の役割 

（１）適切な職員配置 

〇児童発達支援センターにおいては、管理者、嘱託医、児童発達支援管理責任者、

児童指導員及び保育士、機能訓練担当職員（機能訓練を行う場合）、看護職員（医

療的ケアを行う場合）の配置が必須である。また、幅広い発達段階や多様な障害の

特性に応じた児童発達支援を提供するためには、保育士、児童指導員、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、看護職員を配置するなど、多職種連

携によるチームアプローチが可能な支援体制を整えることが望ましい。 

〇児童発達支援事業所においては、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員

又は保育士、機能訓練担当職員（機能訓練を行う場合）、看護職員（医療的ケアを

行う場合）の配置が必須であり、主に重症心身障害のあるこどもに対して児童発達

支援を行う場合は、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員又は保育士に加

え、嘱託医、看護師、機能訓練担当職員の配置を行い、医療的ケア等の体制を整え

る必要がある。 

〇常時見守りが必要なこどもや医療的ケアが必要なこども、重症心身障害のあるこ

ども等への支援のために、児童指導員又は保育士、看護職員について、人員配置基

準を上回って配置することも考慮する必要がある。 

〇児童発達支援管理責任者が個々のこどもについて作成する児童発達支援計画に基

づき、適切な知識と技術をもって活動等が行われるよう、支援に当たる職員を統括

する指導的職員の配置など、支援の質の確保の視点から、適切な職員配置に留意す

る必要がある。 

【川崎市の解釈 ４】 
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ただ定員数、人員基準を遵守するだけでなく、こどもの状況、従業者の技能を踏ま

えて安全な支援が提供できる定員、人員配置をしましょう。 

 送迎時間に全従業者が送迎に出てしまい、事業所が無人となるような人員配置は避

けましょう。事業所内では送迎を利用しないこどもや保護者の対応が必要となる他、

急な欠席連絡や送迎時の不慮の事故等の連絡に備えて、いつでも対応できるよう、従

業者１人は事業所内に置ける人員体制としましょう。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （４０ページ） 

第６章 児童発達支援の提供体制 

２．職員配置及び職員の役割 

（２）設置者・管理者の責務 

〇設置者・管理者は、事業所等の役割や社会的責任を遂行するために、法令等を遵

守し、設置者・管理者としての専門性等の向上を図るとともに、児童発達支援の質

及び職員の資質向上のために必要な環境の確保を図らなければならない。 

〇設置者・管理者は、事業所等が適切な支援を安定的に提供することにより、障害

のあるこどもの発達に貢献するとともに、こどもや家族の満足感、安心感を高める

ために、組織運営管理を適切に行わなければならない。 

〇設置者・管理者は、各職員が目指すキャリアパスに応じた研修等に参加すること

ができるよう、職員の勤務体制等を工夫し、職員一人一人の資質及び専門性の向上

の促進を図らなければならない。 

〇設置者・管理者は、職員一人一人の倫理観及び人間性を把握し、職員としての適

性を的確に判断するとともに、職員がキャリアパスに応じた研修等に参加すること

ができるよう職員の勤務体制等を工夫し、職員一人一人の資質及び専門性の向上の

促進を図らなければならない。 

〇設置者・管理者は、質の高い支援を確保する観点から、職員が心身ともに健康で

意欲的に支援を提供できるよう、労働環境の整備を図る必要がある。 

【川崎市の解釈 ５】 

児童発達支援管理責任者は常勤専従での配置が必須、管理者も、その業務内容の重

要性から、可能な限り常勤専従である方がよいです。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （４０ページ） 

第６章 児童発達支援の提供体制 

２．職員配置及び職員の役割 

（３）設置者・管理者による組織運営管理 

 設置者・管理者は、事業所の運営方針や支援プログラム、児童発達支援計画、

日々の活動に関するタイムテーブルや活動プログラムについて、児童発達支援管理
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責任者及び職員の積極的な関与のもとでＰＤＣＡサイクルを繰り返し、事業所が一

体となって不断に支援の向上を図ることが重要である。 

  また、設置者・管理者は、ＰＤＣＡサイクルを繰り返すことによって、継続的に

事業運営を改善する意識を持って、児童発達支援管理責任者及び職員の管理及び事

業の実施状況の把握その他の管理を行わなければならない。 

【川崎市の解釈 ６】 

設置者は、定期的に事業所の様子を見に行く、又は現場の従業者の意見を聞く機会

を設けるなど、運営理念の実現に向けた取組みをしましょう。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （４１ページ） 

第６章 児童発達支援の提供体制 

２．職員配置及び職員の役割 

（３）設置者・管理者による組織運営管理 

  ②複数のサイクル（年・月等）での目標設定と振り返り 

  〇ＰＤＣＡサイクルにより不断に業務改善を進めるためには、児童発達支援管理

責任者及び職員が参画して、複数のサイクル（年間のほか月間等）で事業所とし

ての業務改善の目標設定とその振り返りを行うことが必要である。 

【川崎市の解釈 ７】 

一人一人の個別のファイルを作成して保管しましょう。日々の記録を含め、計画に

沿った支援が行われているか、全ての記録がこどもごとに確認、振り返りができるよ

うな保管方法をとりましょう。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （４４ページ） 

第６章 児童発達支援の提供体制 

３．施設及び設備 

〇事業所等は、児童発達支援を提供するための設備及び備品を適切に備えた場所で

ある必要がある。設置者・管理者は、様々な障害のあるこどもが安全に安心して過

ごすことができるようバリアフリー化や情報伝達への配慮等、個々のこどもの障害

の特性に応じた工夫が必要である。 

〇児童発達支援事業所の発達支援室については、床面積の基準は定められていない

が、児童発達支援センターの場合は、こども一人当たり２．４７㎡の床面積が求め

られていることを参考としつつ、適切なスペースの確保に努めることが必要であ

る。 

〇こどもが生活する空間については、発達支援室のほか、おやつや昼食がとれる空

間、静かな遊びのできる空間、雨天等に遊びができる空間、こどもが体調の悪い時

等に休息できる静養空間、年齢に応じて更衣のできる空間等を工夫して確保するこ

８６



 

とが必要である。また、遊具や室内のレイアウト・装飾にも心を配り、こどもが心

地よく過ごせるように工夫することが必要である。 

〇屋外遊びを豊かにするため、屋外遊技場の設置や、近隣の児童遊園・公園等を有

効に活用したりすることが必要である。 

〇備品については、障害種別、障害の特性及び発達状況に応じて備えることが必要

である。 

【川崎市の解釈 ８】 

こどもの安全上及び健やかな発達上の理由から、「地下及び窓がない物件」、「５

階以上の高層階物件」、「非常時に２方向避難ができない物件」、「ビル共用トイレ

の物件」、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる風俗店

から２００ｍ以内の物件」、「その他、こどもの発達支援にふさわしくない環境」で

の開設は回避されたいところです。 

未就学児を支援する児童発達支援に当たっては、発達支援室１室において、こども

一人当たり３㎡以上の床面積が確保されていることが望ましいです。加えて、従業者

の数やこどもの年齢層、障害特性又は成長等に合わせ、それ以上の配慮も必要となっ

てくることも想定されます。 

様々な状況を想定した部屋割りを検討する必要があります。静養室・面談室・更衣

スペースは確保すべきものと考えられます。特にパニック時等の対応及び個人情報を

守るためには、スペースではなく個室があることが望ましいです。 

指定通所支援事業所であることが外からもわかるように、玄関や建物の入り口に必

ず看板や表札等をつけてください。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （４６ページ） 

第６章 児童発達支援の提供体制 

４．衛生管理、安全管理対策 

（２）非常災害対策・防犯対策 

〇設置者・管理者は、運営基準により、非常災害に備えて消火設備等の必要な設

備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の避難方

法や、関係機関・団体への通報及び連絡体制を明確にし、それらを定期的に職員

や保護者に周知することが求められている。また、設置者・管理者や職員は、こ

どもの障害種別や障害の特性に応じた災害時対応について、日頃から理解してお

くことが重要である。なお、聴こえない又は聴こえにくいこどもや職員、保護者

がいる場合は、併せて、視覚でわかる緊急サイレンや合図など、事前に準備して

おくことが必要である。 

〇設置者・管理者は、運営基準により、非常災害に備え、定期的に避難、救出、

その他必要な訓練を行わなければならない。訓練を行うに当たっては、地震や火

事、風水害など非常災害の内容を明確にした上で、それぞれの災害に対する訓練

を行うことが重要である。 
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【川崎市の解釈 ９】 

防災訓練は、想定外の事象への対応にパニック等を起こしやすいことを鑑みて、繰

り返し行いましょう。また、曜日ごとに来るこどもが違うため、訓練は全員が参加で

きるように行う必要があります。また、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めましょう。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （４７ページ） 

第６章 児童発達支援の提供体制 

４．衛生管理、安全管理対策 

（４）安全管理対策 

  〇設置者・管理者は、運営基準により、事故が発生した場合は、速やかに都道府

県、市町村、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることが求められ

ている。設置者・管理者は、指定権者である都道府県、支給決定の実施主体であ

る市町村及び事業所等の所在する市町村が、どのような事故の場合に報告を求め

ているかや、事故が発生した場合にどのような方法により報告を求めているかに

ついて、必ず都道府県や市町村のホームページ等で確認し、適切な対応を行う必

要がある。なお、事故の種類を問わず、家族には、事故が発生した場合は必ず連

絡を行い、こども本人や家族の気持ちを考え、誠意ある対応を行う必要がある。

事業所等においては、こうしたことを踏まえ、事故発生直後の初期対応の手順の

明確化や、必要となる連絡先リストの作成等を行うことが必要となる。 

【川崎市の解釈 １０】 

 救急搬送等、通院を伴う重大な怪我や感染症等が発生した場合には、必ず川崎市へ

速やかに報告し、その事故報告書を川崎市へ提出してください。重大な怪我や感染症

等を事業所内で収めようとすることは、重大な隠蔽となってしまいます。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （４８ページ） 

第６章 児童発達支援の提供体制 

４．衛生管理、安全管理対策 

（４）安全管理対策 

  〇設置者・管理者は、運営基準により、送迎や事業所外での活動のために自動車

を運行する場合は、こどもの乗降時の際に点呼を行うなど、こどもの所在を確実

に把握することができる方法により所在を確認するとともに、自動車にブザー等

の安全装置を装備することが求められている。 

【川崎市の解釈 １１】 

送迎時の対応については、事前に保護者及び各関係機関と調整しましょう。 

送迎時の対応については、保護者及び各関係機関との連携として、「連絡体制の確

立」、「顔写真付社員証等の身分証の携帯」、「周辺環境への配慮（長時間の路上駐
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車、無断駐車、騒音等）」、「事故等への配慮（従業者の複数体制、車中にこどもを

長時間置き去りにしない等）」を徹底しましょう。 

事業所を利用しているこども以外も含めた安全への配慮として、「送迎中、事業所

内にも従業者を配置する」、「こどもの心身に無理のない送迎ルート（あまりにも広

範囲すぎないこと）」、「２名以上の送迎体制」を行ってください。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （４８ページ） 

第６章 児童発達支援の提供体制 

５．適切な支援の提供 

〇職員は、支援プログラムや児童発達支援の提供すべき支援の内容等について理解

するとともに、児童発達支援計画に沿って、それぞれのこどもの障害種別、障害の

特性、発達の段階、生活状況に細やかに配慮しながら支援を行うことが必要であ

る。 

【川崎市の解釈 １２】 

保護者にとっては皆様がプロの従業者です。「パート」や「社員」といった区別は

ありません。雇用形態等に関わらず、責任ある対応をしましょう。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （４８ページ） 

第６章 児童発達支援の提供体制 

５．適切な支援の提供 

 〇職員は、その日行った支援の手順、内容、こどもの反応や気づきについて、記録

をとらなければならない。また、日々の支援が支援目標や児童発達支援計画に沿っ

て行われているか、記録に基づいて検証し、支援の改善や自らのスキルアップに繋

げていく必要がある。 

【川崎市の解釈 １３】 

記録は自分だけの備忘録ではなく、他の人に見せるものであるという意識を持って

ください。簡潔で読みやすく、誰が手にしても客観的事実を正しく読み取れるように

記入しましょう。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （４９ページ） 

第６章 児童発達支援の提供体制 

６．保護者との関わり 

（２）こどもや保護者に対する説明等 

  ②こどもや保護者に対する運営規程や支援プログラム、児童発達支援計画の内容

についての丁寧な説明 
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  〇設置者・管理者は、こどもや保護者に対し、利用申込時において、運営規程や

支援プログラム、支援の内容を理解しやすいように説明を行う必要がある。特

に、支援の内容、人員体制（資格等）、利用者負担、苦情解決の手順、緊急時の

連絡体制等の重要事項については文書化の上、対面で説明する。 

  〇児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の内容について、その作成時、

変更時にこどもと保護者に対して丁寧に説明を行う必要がある。 

  〇聴こえない又は聴こえにくいこどもや保護者の場合には、これらの説明に際し

て、どのような方法による説明を希望するか確認の上、丁寧に対応することが求

められる 

【川崎市の解釈 １４】 

川崎市における障害児通所支援の取扱いを理解し、こどもと保護者に適切な理解を

得られるよう説明してください。 

川崎市においては、障害児通所支援について、定期的かつ継続的に同一事業所を利

用することにより、療育支援を効果的に行うことを目的とするため、曜日を固定して

所定の事業所を利用することを原則としています。そのため、欠席に伴う振替利用は

川崎市では原則認めていません。ただし、継続的に支援を行うことが療育を行う上で

必要な場合は、他事業所の計画に位置付けられた曜日ではない日に限り、振替利用を

認めています。 

契約前に、必ず支給決定（受給者証）の確認をしてください。新規、変更共に遡及

した決定は行いません。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （５３ページ） 

第７章 支援の質の向上と権利擁護 

２．権利擁護 

（１）虐待防止の取組 

  〇設置者・管理者は、運営基準により、虐待防止委員会を定期的に開催するとと

もに、その結果について職員に周知徹底を図ること、職員に対する虐待の防止の

ための研修を定期的に実施すること、これらの措置を適切に実施するための担当

者を置くことが求められている。 

  〇設置者・管理者は、職員によるこどもに対する虐待を防止するため、虐待防止

委員会の設置など、必要な体制の整備が求められる。 

   虐待防止委員会の責任者は、通常、管理者が担うこととなる。虐待防止委員会

を組織的に機能させるために、苦情解決の第三者委員等の外部委員を入れてチェ

ック機能を持たせるとともに、児童発達支援管理責任者等、虐待防止のリーダー

となる職員を虐待防止マネージャーとして配置し、研修や虐待防止チェックリス

トの実施など、具体的な虐待防止への取組を進めることが必要である。 

  〇設置者・管理者は、職員に対し、虐待防止啓発のための定期的な研修を実施

し、又は自治体が実施する研修を受講させるほか、自らが虐待防止のための研修
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を積極的に受講すること等により、児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年

法律第８２号。以下「児童虐待防止法」という。）及び障害者虐待の防止、障害

者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９号。以下「障害

者虐待防止法」という。）について理解し、虐待防止の取組を進める必要があ

る。特に、「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」は必

ず読むようにすること。 

   また、自治体が実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合に

は、事業所等で伝達研修を実施することが重要である。 

  〇職員からの虐待（特に性的虐待）は、密室した場所で起こりやすいことから、

設置者・管理者は、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作らないよう、常

に周囲の目が届く範囲で支援を実施できるようにする必要がある。実習生やボラ

ンティアの受入れや地域住民との交流を図ることなどを通じて、第三者の目が入

る職場環境を整えることも重要である。 

  〇児童対象性暴力等がこどもの権利を著しく侵害し、こどもの心身に生涯にわた

って回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教

育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受け

た民間教育保育等事業者が、教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力

等の防止の措置を講じることを義務付ける「学校設置者等及び民間教育保育事業

者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」（令和６年法律

第６９号。以下「こども性暴力防止法」という。）が令和６年通常国会において

成立し、公布の日（令和６年６月２６日）から起算して２年６月を超えない範囲

において政令で定める日より施行される。 

   講ずべき措置について、具体的には、教員等の研修やこどもとの面談、こども

が相談を行いやすくするための措置等及び教員等としてその業務を行わせる者に

ついての特定性犯罪前科の有無の確認等をしなければならず、これらの措置につ

いて、認可保育所等や障害児入所施設のほか、指定障害児通所支援事業（児童発

達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支

援）は義務の対象とされ、児童福祉法上の届出対象の事業や認可外保育施設、総

合支援法上に規定される障害児を対象とする事業（居宅介護、同行援護、行動援

護、短期入所及び重度障害者等包括支援業）は、認定を受けた場合は、学校設置

者等が講ずべき措置と同等のものを実施しなければならない。今後、施行までに

現場の声を聴きながら、対象となる従事者や具体的な措置の内容等について検討

していく。 

  〇職員から虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合（相談を受けて虐待と

認識した場合を含む。）、その者は、障害者虐待防止法第１６条に規定されてい

る通報義務に基づき、児童発達支援の通所給付決定をした市町村の窓口に通報す

る必要がある。事業所等の中だけで事実確認を進め、事態を収束させることな

く、必ず市町村に通報した上で行政と連携して対応を進める必要がある。 
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  〇職員は、保護者による虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、こどもの

状態の変化や家族の態度等の観察、情報収集により、虐待の早期発見に努める必

要がある。また、保護者に対する相談支援やカウンセリング等により、虐待の未

然防止に努めることが重要である。 

  〇職員は、保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第６条に規定さ

れている通告義務に基づき、市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相

談所等へ速やかに通告する義務がある。虐待等により福祉的介入が必要とされる

ケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しな

がら、児童相談所やこども家庭センター、児童家庭センター、市町村の児童虐待

対応窓口、保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図っていくことが求めら

れる。 

【川崎市の解釈 １５】 

従業者によるこどもへの虐待防止のため、具体的な虐待防止への取組みを進めまし

ょう。「障害者福祉施設・事業者における障害者虐待の防止と対応の手引き（厚生労

働省）」、「川崎市障害者虐待対応マニュアル」については、管理者をはじめ、従業

者全員が必ず読んでください。 

特に虐待防止は、虐待そのものだけではなく、「虐待につながりかねない支援」、

「虐待を疑われる支援」についての理解を深めることが重要です。障害特性への理解

の未熟さから、漫然と支援を行っていることが知らず知らずのうちに「虐待につなが

りかねない支援」となっていることが多いです。虐待の判断に「自覚」は問いませ

ん。支援について常に振り返ることが重要です。「これでいいだろう」ではなく「こ

れでいいだろうか」という視点を大切にしましょう。虐待防止啓発のための定期的な

研修は、虐待そのものだけではなく、そういう視点を持つための研修としましょう。 

虐待（特に性的虐待）は、密室化した場所で起こりやすいことから、不必要に密室

化した場所を作らない支援をしましょう。 

送迎時には、複数対応を心がけましょう。車内でこどもと１対１にとなることは、

虐待を疑われることを意識する必要があります。介助等の必要のないこどもであって

も同様です。 

排泄介助は、原則、同性介助としてください。ただし、同性に対する性的虐待も発

生しうるため、支援の状況は常にチェックし合うことが必要です。 

個人の携帯電話の取扱いについて、業務中は個人の携帯電話は使用しないでくださ

い。従業者とこどもとの個人の携帯電話でのやりとり、特にＳＮＳは極力回避してく

ださい。従業者とこどもは、専門的な職務上の関係です。関係性や距離の取り方など

は、それらを踏まえた対応とするべきものです。個人的なメールやＳＮＳのやりとり

は、不適切・不必要なつながりのツールとなり、性的虐待につながる可能性があるこ

とを十分に自覚してください。 

虐待を受けた、又は疑いのあるこどもを発見した場合、それがどこで誰に受けた虐

待であろうとも、児童虐待防止法に基づき、児童相談所に通報する義務があります。

通報をしなかった場合、障害者虐待防止法の通報義務に反することになります。事業
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所は、保護者による虐待及びその疑いにも気を配る立場であることを自覚しましょ

う。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （５５ページ） 

第７章 支援の質の向上と権利擁護 

２．権利擁護 

（２）身体拘束への対応 

  〇職員が自分の体でこどもを押さえつけて行動を制限することや、自分の意思で

開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、運営基準に

より、障害のあるこどもや他の障害のあるこどもの生命又は身体を保護するため

に緊急やむを得ない場合を除き、禁止されている。 

  〇設置者・管理者は、身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記録、②

身体拘束適正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施）を講じる

必要がある。 

  〇やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性の３つの要件を

全て満たすことが必要となるが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代

替性がないか等について慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざ

るを得ない事態が想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘束

を行うかについて、設置者・管理者は組織的に決定する必要がある。また、児童

発達支援管理責任者は、児童発達支援計画に、身体拘束が必要となる状況、身体

拘束の態様・時間等について、こどもや保護者に事前に十分に説明をし、了解を

得た上で記載することが必要である。 

  〇身体拘束を行った場合には、設置者・管理者は、身体拘束を行った職員又は児

童発達支援管理責任者から、その様態・時間、その際のこどもの心身の状況、緊

急やむを得ない理由等について報告を受けるとともに、記録を行うことが必要で

ある。なお、必要な記録がされていない場合は、運営基準違反となることを認識

しておく必要がある。 

【川崎市の解釈 １６】 

身体拘束その他障害児の行動を制限する行為は、それをしなければ命に関わる等、

緊急の場合を除き禁止です。身体拘束等の具体例としては、「体幹や四肢をひも等で

縛る」、「ミトン型の手袋やつなぎ服等を装着させる」、「向精神薬を過剰に服用さ

せる」等が挙げられます。 

やむを得ず身体拘束等を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の３点で、慎重に

検討し、判断します。やむを得ず身体拘束等をする際の検討は、個人で判断してはな

りません。個別支援会議などにおいて組織として検討・決定し、「緊急やむを得ない

理由」、「身体拘束の態様や時間」を支援計画に入れてください。保護者との面談を

行い、支援に対する保護者の同意を得てください。カンファレンス記録、面談記録、

保護者同意書は必ず残します。必要な記録がない場合、運営基準違反となります。 
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身体拘束等を行った場合、「行った担当者」、「その時のこどもの心身の状況」、

「緊急やむを得ない理由」等、必ず記録を残し、保護者へも報告します。また、こど

もに関わる区役所、学校、医療機関、他事業所、保護者と定期的にカンファレンスを

行いましょう。たとえ同意が取れていても、漫然と拘束を繰り返さないよう、常に支

援方法の検討を行ってください。 
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